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東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事

故
に
よ
る
避
難
指
示
区
域
の
見
直
し
に
よ
り
、

今
後
、
周
辺
地
域
で
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
作
業

の
開
始
や
工
場
、
病
院
施
設
の
事
業
再
開
な

ど
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
厚
生
労
働
省

は
六
月
一
五
日
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
あ
た
る

労
働
者
の
放
射
線
障
害
防
止
対
策
を
盛
り
込

ん
だ
改
正
除
染
電
離
則
を
公
布
し
た
。
七
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
あ
わ
せ
て
改
正
除
染

電
離
則
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
た

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
公
表
し
た
。

　

政
府
は
今
年
四
月
か
ら
福
島
第
一
原
発
周

辺
地
域
の
避
難
指
示
区
域
の
区
分
を
再
編
。

こ
の
う
ち
年
間
被
ば
く
放
射
線
量
が
二
○
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の
区
域
を
「
避
難
指
示

解
除
準
備
区
域
」
と
し
、
住
民
の
帰
還
を
促

す
と
し
て
い
る
。
今
後
、
同
区
域
で
は
、
生

活
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
作
業
や
工
場
、
病
院
な

ど
の
再
開
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
地

で
働
く
労
働
者
の
放
射
線
障
害
防
止
措
置
の

策
定
が
急
が
れ
て
い
た
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
「
除
染
作
業
等
に
従
事

す
る
労
働
者
の
放
射
線
障
害
防
止
に
関
す
る

専
門
家
検
討
委
員
会
」（
座
長
：
森
晃
爾
産
業

医
科
大
学
産
業
医
実
務
研
修
セ
ン
タ
ー
所

長
）
を
設
置
し
、
一
二
回
に
わ
た
り
検
討
を

行
っ
て
き
た
。

　

改
正
除
染
電
離
則
で
は
、
対
象
業
務
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
の
除
染
等
業
務
に
、
除
染
特

別
地
域
等
で
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
一
万
ベ

ク
レ
ル
／
㎏
を
超
え
る
汚
染
土
壌
を
取
り
扱

う
業
務
（「
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
」）

を
追
加
し
た
ほ
か
、
平
均
空
間
線
量
が
二
・

五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
時
を
超
え
る
場

所
で
行
う
除
染
等
業
務
以
外
の
業
務
（「
特

定
線
量
下
業
務
」）
に
就
く
労
働
者
も
新
た

に
加
え
ら
れ
た
。

　

特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
者
に
つ
い

て
は
、
具
体
的
に
は
、
①
除
染
作
業
以
外
の

生
活
基
盤
の
復
旧
②
製
造
業
な
ど
の
事
業
再

開
③
病
院
、
福
祉
施
設
な
ど
の
再
開
準
備
④

営
農
・
営
林
の
再
開
⑤
不
随
す
る
運
輸
作
業

︱
︱
で
働
く
人
を
想
定
し
て
お
り
、
事
業
主

が
講
ず
る
べ
き
措
置
を
定
め
た
。

　

防
止
措
置
は
大
き
く
①
被
ば
く
低
減
の
た

め
の
措
置
②
汚
染
拡
大
の
防
止
③
労
働
者
教

育
、
健
康
管
理
措
置
︱
︱
に
分
け
ら
れ
る
。

年
間
実
効
線
量
の
上
限
を
五
○
ミ
リ

シ
ー
ベ
ル
ト
に
規
定

　

被
ば
く
低
減
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、

労
働
者
が
受
け
る
実
効
線
量
の
上
限
を
五
年

間
で
一
○
○
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
か
つ
年
間
で

五
○
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
し
た
。
そ
の
上
で

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
時
（
週
四

○
時
間
、
五
二
週
で
年
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

相
当
）
を
超
え
る
区
域
で
は
、
外
部
被
ば
く

の
線
量
を
個
人
線
量
計
で
測
定
す
る
こ
と
を

義
務
づ
け
た
。
測
定
結
果
は
三
○
年
間
保
存

す
る
と
と
も
に
労
働
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
。

　

ま
た
、
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
／

時
を
超
え
る
場
所
で
、
高
濃
度
粉
じ
ん
の
中

で
、
五
○
万
ベ
ク
レ
ル
／
㎏
を
超
え
る
高
濃

度
汚
染
土
壌
な
ど
を
取
り
扱
う
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
三
カ
月
に
一
回
、

内
部
被
ば
く
の
測
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
、
高
濃
度
汚
染
土
壌
以
外
の
土
壌

を
扱
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
検
査
を
義
務
づ
け
た
。

　

作
業
を
開
始
す
る
前
と
作
業
期
間
中
の
二

週
間
に
一
度
、
平
均
空
間
線
量
率
を
調
査
す

る
こ
と
も
求
め
た
。
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱

業
務
の
場
合
は
、
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
セ
シ

ウ
ム
の
濃
度
を
調
査
す
る
こ
と
も
義
務
づ
け

て
い
る
。

　

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
時
を
超

え
る
場
所
で
、
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務

を
行
う
場
合
は
、
作
業
前
に
作
業
届
を
労
働

基
準
監
督
署
に
提
出
す
る
こ
と
も
定
め
た
。

さ
ら
に
事
前
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
労
働

者
の
被
ば
く
測
定
の
方
法
、
被
ば
く
低
減
の

た
め
の
措
置
、
労
災
が
発
生
し
た
場
合
の
応

急
の
措
置
な
ど
を
含
む
作
業
計
画
を
策
定
す

る
こ
と
や
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行

う
者
を
決
め
る
こ
と
も
求
め
た
。

作
業
場
の
近
隣
に
汚
染
検
査
場
所
の

設
置
を

　

特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
就
く
場
合

の
汚
染
拡
大
防
止
措
置
も
策
定
。
除
去
し
た

土
壌
を
収
拾
、運
搬
、保
管
す
る
場
合
は
、
中

身
が
飛
散
・
流
出
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う

一
定
の
要
件
を
備
え
た
容
器
を
用
い
る
こ
と

を
義
務
づ
け
た
。汚
染
検
査
所
を
設
け
、労
働

者
が
作
業
場
か
ら
退
出
す
る
と
き
は
、
身
体
、

衣
服
な
ど
の
汚
染
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
、
一
定
以
上
の
汚
染
が
認
め
ら

れ
た
と
き
は
、
身
体
を
洗
う
こ
と
も
定
め
た
。

ま
た
、
高
い
濃
度
の
粉
じ
ん
が
発
生
す
る
恐

れ
が
あ
る
作
業
ま
た
は
汚
染
土
壌
を
取
り
扱

う
作
業
を
行
う
場
合
は
、
防
じ
ん
マ
ス
ク
、

保
護
衣
な
ど
を
使
用
す
る
こ
と
も
求
め
た
。

　

労
働
者
に
対
す
る
特
別
な
教
育
の
実
施
も

義
務
づ
け
た
。
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務

に
つ
い
て
は
、
作
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、

作
業
方
法
や
作
業
者
の
配
置
、
指
揮
の
方
法
、

異
常
に
お
け
る
対
処
方
法
な
ど
に
つ
い
て
教

育
す
る
。
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
従

事
す
る
労
働
者
に
は
学
科
と
実
技
に
よ
る
特

別
の
教
育
を
施
す
。一
方
、特
定
線
量
業
務
従

事
者
は
学
科
教
育
の
み
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

特
殊
健
康
診
断
の
義
務
づ
け
も

　

健
康
管
理
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
二
・

五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
時
を
超
え
る
場

所
で
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
従
事
す

る
労
働
者
に
は
、
雇
い
入
れ
時
ま
た
は
配
置

替
え
時
、
そ
の
後
六
カ
月
に
一
回
、
定
期
に

被
ば
く
歴
な
ど
に
つ
い
て
特
殊
健
康
診
断
を

行
う
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。診
断
後
、個
人
票

を
作
成
し
、
三
○
年
間
保
存
す
る
と
と
も
に
、

労
働
者
に
通
知
す
る
こ
と
も
定
め
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
健
康
診
断
の
結
果
、
放
射
線

に
よ
る
障
害
の
発
生
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場

合
に
講
ず
る
べ
き
対
応
策
も
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）
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厚
労
省
が
除
染
以
外
の
復
旧
・
復
興
作
業
の
放
射
線
障
害
防
止
措
置
を
策
定




